
令和5年1月6日

山中理司様

内閣官房内閣総務官室情報公開担当

お世話になっております。

山中様より送付いただきました、令和4年12月28日付け行政文書開示請求書2件

につきまして、確認いただきたいことがございますので、御対応よろしくお願いいた

します。

＜令和4年12月28日付け行政文書開示請求書①＞

・請求の宛先：内閣官房内閣総務官

・請求する行政文書の名称等：

認証官任命式を実施する場合、宮内庁との間でどのようなやり取りを実施する

ことになっているかが分かる文耆（最新版）

＜令和4年12月28日付け行政文書開示請求書②＞

・請求の宛先：内閣官房内閣総務官

・請求する行政文書の名称等：

新任判事補任命に関する平成3年4月頃の閣議書のうち、①花押のある表紙、

②最高裁長官が内閣総理大臣に提出した名簿（ふりがなが記載されているもの）

及び③任命資格調（生年月日が記載されているもの）並びに増田あさみ判事補の

履歴書

【確認事項（請求請求書①について)】

開示請求書①について、 「認証官任命式を実施する場合、宮内庁との間でどのよう

なやり取りを実施することになっているかが分かる文書（最新版)」と請求内容を記

載いただいておりますが、内閣官房内閣総務官室において確認を行ったところ、請求

内容に該当する行政文書は作成又は取得しておらず、保有していないため、決定を行

う場合、不存在を理由とする不開示決定を行うことになるかと存じますが、請求をお

続けになりますでしょうか。

開示請求書①を取り下げる場合には、別紙1に日付・住所・氏名を記載いただき、

令和5年1月16日 （月）までに、下記担当宛に御送付いただきますようお願いいた

します。なお、請求を取り下げる場合には、開示請求書はお返しするようにいたしま

す。

また、上記期日までに取下げの意思が確認できない場合には、不開示決定の手続を

進めさせていただくことになりますので、御承知おきください。



【確認事項（請求請求書②について)】

開示請求書②について、 「新任判事補任命に関する平成3年4月頃の閣議書のうち、

①花押のある表紙、②最高裁長官が内閣総理大臣に提出した名簿（ふりがなが記載さ

れているもの）及び③任命資格調（生年月日が記載されているもの）並びに増田あさ

み判事補の履歴書」と請求内容を記載いただいておりますが、内閣官房内閣総務官室

において確認を行ったところ、本件請求内容に係る行政文書は、独立行政法人国立公

文書館に移管しており、現在、内閣官房内閣総務官室では保有していないため、決定

を行う場合、不存在を理由とする不開示決定を行うことになるかと存じますが、請求

をお続けになりますでしょうか。

開示請求書②を取り下げる場合には、別紙2に日付・住所・氏名を記載いただき、

令和5年1月16日 （月） 下記担当宛に御送付いただきますようお願いいた

合には、開示請求書はお返しするようにいたしま

までに、

します。なお、請求を取り下げる場合には、開示請求書はお返しするようにいたしま

す。

また、上記期日までに取下げの意思が確認できない場合には、不開示決定の手続を

進めさせていただくことになりますので、御承知おきください。

以上、よろしくお願いいたします。

【本件連絡先】

内閣官房内閣総務官室情報公開担当

〒100-8968束京都千代田区永田町

1丁目6番1号

電話03-5253-2111 (代表）



(別紙1）

令和5年 月 日

内閣総務官宛て

取下げについて

記

令和4年12月28日付け行政文書開示請求（請求する行政文書の名称等：認証官任

命式を実施する場合、宮内庁との間でどのようなやり取りを実施することになってい

るかが分かる文書（最新版)）については、取り下げます。

I

御住所 〒

御氏名



(別紙2）

令和5年 月 日

内閣総務官宛て

取下げについて
可

記

令和4年12月28日付け行政文耆開示請求（請求する行政文書の名称等：新任判事

補任命に関する平成3年4月頃の閣議書のうち、①花押のある表紙、②最高裁長官が

内閣総理大臣に提出した名簿(ふりがなが記載されているもの)及び③任命資格調(生

年月日が記載されているもの）並びに増田あさみ判事補の履歴書）については、取り

下げます。

御住所〒

御氏名


